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（１）令和6年度の振り返り

■R6年度の分析対象ではないが、各局で課題の
整理や方策検討を早急に行うべきものがある

■分析作業だけでなく、現場改善やサウンディング
など、アクションの実行が必要なものがある

■特に管理部門において、利用者（＝職員）の
目線で改めて課題を洗い出す意識が働きにくい

■各局に共通する問題であるため、全庁横断的
な視点や考え方を早急に示すことが必要

経営分析だけでは、変革の取組みを
進めることが難しい

取組みから見えてきた課題

〇「経営分析」に加え、
「局区Ｘ方針の設定」
「プラチナ市役所プロジェクトの実施」
を変革の柱に、全庁的な取組みの進展を図った。
〇「公共施設マネジメント」「政策連携団体」について
Ｘ会議で重点的に議論、各局に共通の考え方や
手順を提示。
〇経営分析は、市政変革推進室が支援を行い、
現状分析や変革すべき課題を整理できた。

こうした市政変革の取組みを通じて
本質的な課題を直視し、「創る改革」に
取り組むきっかけとなった

課題への対応

2



各事業局・区主体の検討 管理部門の検討

局区Ｘ方針（事業局・区）

・各事業局・区において

変革課題を設定し、

主体的に課題解決を

検討・実行

・各部局の検討に対し、共通の枠組み・視点を提示

経営分析・事業分析

・変革課題について、利用者等のデータや他自治体事例等を分析し、今後の方向性を検討
分析に基づく課題解決の方向性・工程は、内容に応じ、引続き局区Ｘ方針に位置づけ、具体化

局区Ｘ方針（管理部門）

横断的検討

・管理部門（人事､契約､

財政､ＤＸ等）において

変革課題を設定し、
主体的に課題解決を

検討・実行

プラチナ市役所プロジェクト

横断的検討が必要なものは、

Ｘ会議での議論などを実施

・職員の目線から課題及び

解決案を提起

公共施設マネジメント、政策連携団体 など

Ｘ会議での議論の掘り下げ
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（２）令和7年度の取組み

令和６年度に引き続き、①各局区のＸ方針、②経営分析・事業分析、③プラチナ市役所プロジェクト

を取組みの柱とする。

各局区の主体的な検討・実行を後押ししつつ、局の枠を超えた検討が必要なものについては、横断検討チーム

による検討や、Ｘ会議での議論を行い、市全体で、本質的な課題解決に向けた取組みを進める。

令和７年度に経営分析・事業分析を実施するもの（アクションプランに掲載）

障害者福祉施策広聴・相談事業

消防体制の整備事業外国人定住施策

学校給食提供体制地域コミュニティのあり方

ー地域福祉施策

必要に応じ令和７年度の局区Ｘ方針に位置づけ、取組みを実行

高齢者福祉施策雇用促進及び地元企業の人材確保施策

介護保険、介護事業（特別会計）スタートアップ×地域課題

国民健康保険事業（特別会計）観光施策

健康づくり・介護予防事業空港利用促進事業

防災・災害対策中央卸売市場

火災予防・啓発事業大学のあり方

ー生涯学習事業


